
毎年１１月は過労死等防止啓発月間です

千葉労働基準監督署

過労死等を引き起こす長時間労働・

賃金不払い残業等の撲滅にむけて

〇 長時間労働と過労死等
厚生労働省においては、週４０時間を超える時間外・休日労働がおおむね月４５時間を超えて長く

なるほど業務と過労死等の疾病発症との関連性が高くなり、１か月１００時間又は２ないし６か月間
の平均で８０時間を超える場合には、業務と疾病との関連性が強いと評価できるとしています。
そして、過労死等（脳・心臓疾患及び精神障害）に係る全国の労災認定件数は、令和３年度８０３
件、令和４年度９１０件、令和５年度１１０８件、令和６年度１３０４件となっており、増加傾向に
あります。

時間外・休日労働が月８０時間を超える長時間労働は
労働者の生命や健康を脅かす危険要因！

長時間労働を削減するためには人材の確保が重要！

人材を確保するためには良好な職場環境の整備が必要！

でも・・・
労働条件通知書（雇用契約書）を渡さない、賃金額が最低賃金額未満、労働時間管理をしない、
３６協定を守らない、割増賃金を支払わない、年次有給休暇を与えない等の問題（法違反）があると

採用できない、安心して働くことができない、
定着しない！

人材確保ができない！

長時間労働が削減できない！（過労死等の健康障害リスクが高まる）

目指すべきはこのサイクル

法令遵守

応募・採用・定着
人手確保

長時間労働削減

健康で働きやすい
職場環境の形成

次ページからを参考に取り組みを始めていきましょう

負のループ



    労働条件通知書を交付しましょう取組１

     最低賃金以上の賃金設定をしましょう取組２

〇労働者を雇い入れる際は、労働条件通知書を交付しなければなりません

交付時期は、労働契約を締結する際です（契約更新時も含まれます！）

モデル様式はこちら

〇賃金は最低賃金以上の額となるよう設定し、支払わなければなりません

適用される最低賃金は労働者が所属する事業場の所在する都道府県の地域最低賃金

です。※一定の業種や派遣労働者には例外があるため注意！

最低賃金額は毎年１０月頃に変更されます 額の確認はこちら

賃金額が最低賃金額以上となっているかの確認は、以下の方法か
「最低賃金 比較チェック」で検索 ※厚生労働省の比較サイトをご活用ください



     労働時間の把握・管理をしましょう取組３

     ３６協定を締結・届出して遵守しましょう取組４

〇労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しなければなりません

〇把握した始業・終業時刻を基に労働時間を確定し、時間外労働、休日労働、
深夜労働時間数を算出し、賃金台帳に記入しなければなりません

様式はこちら



     割増賃金を支払いましょう取組５

〇労働者の時間外労働、休日労働、深夜労働に対し割増賃金を支払わなければ
なりません



     年次有給休暇を付与・管理しましょう取組６

     長時間労働を撲滅しましょう取組７

〇労働者に年次有給休暇を付与し、申請があれば使用させなければなりません

〇過労死等のおそれのある危険な長時間労働を撲滅しましょう！

具体的な取組方法は、「しごとより、いのち」で検索
厚生労働省の特設サイトへアクセスできます



（Ｒ７.１１）

点 検 者 点 検 日  年 月 日

長時間労働等の撲滅に向けた取組状況チェックリスト

取組１
□ 労働条件通知書を契約時・更新時に交付している

取組２
□ 労働者の契約賃金が最低賃金以上であることを確認している

□ 労働者に対し契約賃金額どおり賃金を支払っている

取組３
□ 労働者の始業終業時刻を把握・記録している

□ 労働者の労働時間・時間外労働時間・休日労働時間・深夜
労働時間数を算出している

□ 算出した上記時間数を賃金台帳に記入している

取組４
□ 時間外、休日労働をさせる前に３６協定を締結届出している

□ ３６協定の限度を守れているか確認する体制を整備している

取組５

□ 労働条件通知書に法定事項を記載している

□ 時間外労働、休日労働、深夜労働時間数に応じて支払うべき
割増賃金額が計算できる体制を整備している

□ 労働者に対し法定以上の割増賃金を支払っている

取組６
□ 労働者ごとの年次有給休暇付与日数を把握している

□ 申請があった場合年次有給休暇を使用させている
また、申請がなくても年５日は使用させている

□ 付与日数、所持日数、使用日等を管理簿に記入している

取組７
□ 労働者の時間外・休日労働時間を把握している

□ 時間外・休日労働時間を月８０時間以下となるよう取り組ん
でいる
□ 特別な理由があっても、時間外・休日労働時間が１月１００
時間未満、２ないし６か月平均で８０時間以下としている

□ 疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医師の面接指導等の
健康障害防止措置を講じられるよう体制を整備している

□ 勤務間インターバルの設定、メンタルヘルス対策、ハラス
メント防止対策等労働者のワークライフバランスを保つための
取り組みを行うよう努めている
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